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公正取引委員会は，上記の者に対し，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律（以下「独占禁止法」という。）第７条の２第１項の規定に基づき，次のと

おり命令する。 

なお，理由中の用語のうち，別紙「用語」欄に掲げるものの定義は，別紙「定義」

欄に記載のとおりである。 

 

主    文 

コーアイセイ株式会社（以下「コーアイセイ」という。）は，課徴金として金

１３７万円を令和２年１月６日までに国庫に納付しなければならない。 

 

理    由 

１ 課徴金に係る違反行為 

コーアイセイは，別添令和元年（措）第１号排除措置命令書（写し）記載のと

おり，他の事業者と共同して，炭酸ランタン水和物口腔内崩壊錠の後発医薬品（以

下「後発炭酸ランタンＯＤ錠」という。）の仕切価について，日本ケミファが平

成３０年７月２０日にコーアイセイに対して提示した価格を目途とする旨を合意

することにより，公共の利益に反して，我が国における後発炭酸ランタンＯＤ錠

の販売分野における競争を実質的に制限していたものであって，この行為は，独

占禁止法第２条第６項に規定する不当な取引制限に該当し，独占禁止法第３条の

規定に違反するものであり，かつ，独占禁止法第７条の２第１項第１号に規定す

る商品の対価に係るものである。 

２ 課徴金の計算の基礎 

(1) ア コーアイセイは，後発炭酸ランタンＯＤ錠の製造業を営んでいた。 

イ コーアイセイが前記１の違反行為の実行としての事業活動を行った日は，

前記１の合意に基づきコーアイセイが後発炭酸ランタンＯＤ錠を最初に販



２ 

売した平成３０年８月２９日であると認められる。また，コーアイセイは，

同年１０月２４日以降，当該違反行為を行っておらず，同月２３日にその実

行としての事業活動はなくなっているものと認められる。したがって，コー

アイセイについては，独占禁止法第７条の２第１項の規定により，実行期間

は，平成３０年８月２９日から同年１０月２３日までとなる。 

ウ 前記実行期間における後発炭酸ランタンＯＤ錠に係るコーアイセイの売

上額は，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第５条第

１項の規定に基づき算定すべきところ，当該規定に基づき算定すると，

４３１０万２５５５円である。 

(2) コーアイセイは，前記実行期間を通じ，常時使用する従業員の数が３００人

以下の会社であって，製造業に属する事業を主たる事業として営んでいた者で

ある。したがって，コーアイセイは，独占禁止法第７条の２第５項第１号に該

当する者であり，同項の規定の適用を受ける事業者である。 

(3) コーアイセイは，公正取引委員会による調査開始日である平成３１年１月

２２日の１月前の日までに前記１の違反行為をやめており，当該違反行為に係

る実行期間が２年未満であるので，独占禁止法第７条の２第６項の規定の適用

を受ける事業者である。 

(4) コーアイセイが国庫に納付しなければならない課徴金の額は，独占禁止法第

７条の２第１項，第５項及び第６項の規定により，前記４３１０万２５５５円

に１００分の３．２を乗じて得た額から，同条第２３項の規定により１万円未

満の端数を切り捨てて算出された１３７万円である。 

 

よって，コーアイセイに対し，独占禁止法第７条の２第１項の規定に基づき，主

文のとおり命令する。 

 

令和元年６月４日 

 

公 正 取 引 委 員 会 

 

委員長 杉  本  和  行 

 

委 員 山  本  和  史 
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委 員 三  村  晶  子 

 

委 員 青  木  玲  子 

 

委 員  小  島  吉  晴 

 

注釈 《 》部分は，公正取引委員会事務総局において原文に匿名化等の処理をし

たものである。 

 



 

別紙 

 

番号 用語 定義 

１ 
炭酸ランタン水和物

口腔内崩壊錠 

高リン血症の改善に用いられる，炭酸ランタン水

和物を有効成分とする口腔内崩壊錠 

２ 後発医薬品 

新しい有効成分，効能，効果等を有するとして医

薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保

等に関する法律（昭和３５年法律第１４５号）の規

定に基づく製造販売についての厚生労働大臣の承

認を受けた医療用医薬品の特許が切れた後に製造

販売される，当該医療用医薬品と有効成分，効能，

効果等が同一性を有する医療用医薬品 

３ 仕切価  卸売業者向け販売価格 

 


